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巻頭言

高齢者雇用を推進する意義

近い将来、日本は確実に「超高齢社会」に突入するであろう。高齢者が急激に増加し、若年
者は減少し続け、人口ピラミッドはほぼクサビ型となるであろう。単純に考えれば、そのよう
な「超高齢社会」では、社会全体の活力が低下し、社会的負担の増大を支えることができなく
なる。行き着く先は「日本社会の崩壊」であろう。

このような破滅をなんとか食い止めようと、さまざまなアイデアが提起され、それらに基づ
いた試みがなされ、知恵を出し合っているところである。そして、タイル工事業高齢者雇用推
進委員会の取り組みも、日本の高齢者対策に関する一連の施策の一翼を担っているのである。

しかし、高齢者の雇用を推進すれば、日本社会がなんとか持ちこたえられるのか、と問えば、
答えは否となるであろう。では何が求められるのか。恐らく、これまでの行動様式・考え方を
大幅に修正することが求められるであろう。

平成19年度版の『労働経済白書』は、「ワークライフバランスと雇用システム」というテー
マをかかげて、今後に向けた課題を検討している。ワークライフバランスとは、「仕事も生活も
充実するような働き方」を指している。仕事（ワーク）と生活（ライフ）とのアンバランスが
常態化し、そのことが社会の安定と継続を危うくしているので、両者のバランスを回復させる
必要がある。

現在の日本人の行動パターンが如何にバランスを欠いたものであるかを端的に示すと、次の
ようになる。

①子どもたちは学校や塾で「忙しすぎる」。
②学生は「遊びすぎる」。
③正社員は「働きすぎる」。
④非正社員は「待遇が悪すぎる」。
⑤高齢者は「暇すぎる」。

これではバランスが悪すぎる。

定年後の「そば打ち」も悪くない。あまりにも「忙しすぎた」現役時代への条件反射的対応
によって、バランスを回復させようとしているかもしれない。

さらに一歩踏みだして、忙しすぎる壮年期の就労パターンを修正しつつ、高齢期に入っても、
社会的な活動・就労によって、生活を充実させることが可能なライフスタイルを実現させる必
要がある。そのことが「日本社会の崩壊」への歯止め策の1つとなるであろう。

タイル工事業高齢者雇用推進委員会

委員長　依光　正哲
（埼玉工業大学　教授）
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1 タイル工事業の 高齢者雇用推進のためのヒント

「タイル工事業の高齢者雇用推
お読みになるにあたって
「タイル工事業の高齢者雇用推
お読みになるにあたって
高齢化が進んでいる日本社会では、働き手としての高齢者活用が経済や産業の発展にとっ

て重要な要素の一つです。私たちタイル工事業界においても、若手人材が欲しくてもなかな

か採用できないで困っているという企業の声が聞かれますが、今後は高齢者の活用こそが企

業発展のカギになるかもしれません。経験豊かな高齢者を継続雇用することによって生まれ

る企業メリットはとても大きいのです。（例１）

また既に高齢者を継続雇用している企業において、なかなか高齢者がやる気を出してもら

えない、などの声がありますが、ちょっとした工夫で「高齢者が張り合いを持って活躍する」

環境を作りだせたりもします。（例２）

このガイドラインでは、このように、高齢者雇用をうまく進めるポイントを紹介していま

す。たとえ一つでも二つでも参考にして頂ければ、きっと皆様の企業の発展、ひいては私た

ちタイル工事業界全体の発展につながることと思います。

高齢化社会の進展�

社会経済�
の発展�

タイル工事�
業界の発展�

働き手としての�
高齢者活用�
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進ガイドライン」を進ガイドライン」を

例１

例２

■ 勤続三十数年のベテラン社員がもうすぐ定年。

■ 人脈も持ってるし、体力も問題ないし、まだまだ働く意欲もある。

■ 会社側も、ベテラン社員には働いてもらいたい。

→継続雇用したくても、現役並みの給料は払えない・・・

□ 低いコストで、手取額はそれほど変わらない賃金設定。

□ ベテラン社員も会社側も互いに満足できる継続雇用が成立。

→その人が持っていた人脈も、十分活かされて業績に貢献！

在職老齢年金や公的助成の活用方法を検討
ポイント

■ 定年後継続雇用されたが、嘱託という身分で肩書きは無し。

■ またシゴトを頑張っても評価されないという不満も・・・。

→せっかく継続雇用されていても、やる気も出なかった。

□ 肩書きのある名刺で、対外的な地位も向上。

□ 嘱託契約なので賞与はないが、活躍したら表彰的な意味合いで金一封。

→賃金は変わらずとも、やる気は何倍にもなった、という話も！

肩書きの付与と報奨制度
ポイント
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解　　説
タイル工事業にとって、高齢者雇用は避けて通れない課題だ。若年層の確保難が続

き、長年の経験・ノウハウが豊富で練達した職務遂行力を持つ多くの高年齢者は重要
な戦力となる。高齢者をいかに戦力化するか、これこそ当業界の最も大事な課題の一
つだ。
高齢者をなぜ雇用するのかでは無く、逆にやらざるを得ない、そのような認識を新

たにしてもらうのがこのガイドラインの狙いでもある。
我が国は、世界の中でも飛び抜けて少子高齢化が進んでいる国の一つである。社会

の中でも重要な担い手である高年齢者の能力をいかに引き出せるかが、国の成長・発
展を左右する大事なポイントだ。我が国経済の重要な一部を担う当業界にとっても高
齢者雇用は今後の成長・発展を左右する重要な課題であることは間違いない。

詳細解説
「なぜ高齢者雇用を推進するのか？」（19頁－20頁参照）

タイル工事業高齢者雇用推進タイル工事業高齢者雇用推進

高齢者をいかに戦力化するか

長年の経験・ノウハウが豊富で、熟練技能を持つ
多くの高年齢者は重要な戦力となるはず！

少子高齢化
（若い人が相対的に少ない）

ポイント
高齢者雇用は避けて通れない1

Ⅰ 高齢者雇用推進の理由・目的は？
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のポイントのポイント

解　　説
このガイドラインは国の施策の一環として取りまとめられた。高齢者雇用を進める

ために必要な一般的な情報のほか、各業界固有の事情に役立つ様々の情報が掲載され
ている。参考にしたい同業他社の動向を始めとして、高齢者雇用を進めるために必要
な制度整備のあり方、60代従業員の戦力化に必要な配慮の仕方などが紹介されている。
これらを参考に各企業が人材を有効に活用し、業績向上に役立たせてほしい。

詳細解説
「継続雇用制度を活かすためには？」（29頁－36頁参照）

ポイント
国は高齢者雇用の推進を支援している2

各業界固有の事情に
役立つ様々の情報

60代従業員の戦力化に
必要な配慮の仕方

高齢者雇用を
進めるために必要な
制度整備のあり方

高齢者雇用を進めるために
必要な一般的な情報
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解　　説
平成18年度に全国タイル業協会が実施した従業員アンケートによれば、8割を超え

る従業員が定年後も働きたいと考えている。
希望する就業年齢で最も多いのは65歳までだが、70歳までという回答も少なからず

存在している。その理由として、「まだ元気だから」と「収入が必要だ」の2つが挙げ
られている。

詳細解説
「従業員の就業意欲の旺盛さ、就業意識の現状を知る」（37頁－42頁参照）

8割を超える従業員が
定年後も働きたいと考えています。

（平成18年度に全国タイル業協会が実施した従業員アンケートより）

ポイント
現役の従業員は定年後も働きたいと考えている3

Ⅱ 従業員各層の現状・考え方は？

まだ元気だから
収入が必要だ
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解　　説
平成18年度に実施した企業アンケート調査結果によれば、タイル工事業の正社員の

うち、50代は2割弱、60代は数％程度。
しかし団塊の世代が60歳になりつつあることから、特に60代の比率はこれからます

ます増加すると考えられる。つまり高齢者雇用に関わるきちんとした対応が求められ
ることになる。
また、技能工だけに限定した年齢層では、50代は3割強、60代は1割弱と正社員に

比べて高齢化が進んでいる。正社員と同様、60代技能工の割合も上昇すると見込まれ
る。

詳細解説
「各社従業員等の現況」（21頁参照）

ポイント
当業界全体では、高齢者はやや少ない状況にある4

しかし、団塊の世代が60歳になりつつあることから、
特に60代の比率はこれからますます増加すると見込まれます。

従業員数と年齢構成�

40% 50%30%20%10%0%

（N＝91）�

総従業員数�
（合計3,094人）�

正社員数�
（合計2,641人）�

社内技能工数�
（合計738人）�

平成18年度に実施した企業アンケート調査結果より�

1.6%
16.8%

29.8%
23.6%

20.6%
7.7%

1.7%
17.6%

31.6%
23.6%

19.6%
5.9%

2.8%
14.4%

20.3%
20.9%

32.4%
9.2%

10代� 20代� 30代� 40代� 50代� 60代�
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解　　説
平成18年度企業アンケート調査によれば、各企業の採用者の年代は、20代は4割、

30代も3割弱を占めており、7割弱は30代以下となっている。しかしながら30代以下
の若手については不足を訴える回答が7割を超える。これからは、若手を採用すること
がますます困難となってくるであろう。
一方で40代以上については概ね適正であるとの回答が多い。インタビュー調査では

「若手が確保しにくいので熟練の中高年を採用している」との回答があった。このよう
な基本姿勢は必ずしも望ましいものとは言えない。

詳細解説
「従業員の採用状況」（21頁－22頁参照）

ポイント
若手を雇用したいと考えているが・・・5

これからは、若手を採用することが
ますます困難となってきます。

との回答が多くみられます。

「40代以上については概ね適正である」
「若手が確保しにくいので熟練の中高年を採用している」

従業員の過去3カ年の採用人数�

40% 50%30%20%10%0%

（N＝648）�

10代�

20代�

30代�

40～50代�

60代�

10.5%

14.7%

6.6%

27.3%

平成18年度に実施した企業アンケート調査結果より�

40.9%
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解　　説
平成18年度に実施した60代従業員アンケート調査によれば、回答してくれた人の満

足度はかなり高い結果となっている。体力的な問題はほとんどの人が「問題は無い」
と回答している。逆に、精神的な面で「問題がある」との回答が5割弱あった。
その背景には、多くの企業において60歳前後の定年を境として従業員としての位置

づけなどが激変することが関係しているのではないだろうか。新しい就業環境への適
応の過程において様々なストレスに晒されることになる。こうしたことから「精神的
には問題がある」という回答の多さに繋がったのではないかと推察できる。

詳細解説
「60代従業員の就業満足度」（39頁参照）

ポイント
60代の従業員の意識に注目しよう6

現在従事している仕事に関する認識�

100%80%60%40%20%0%

（N＝12）�

体力的�

精神的�

8.3% 91.7%

58.3%41.7%

平成18年度に実施した60代従業員�
アンケート調査より�問題がある� 問題がない�

現在の就業に対する満足度�

100%80%60%40%20%0%

（N＝12）�

8.3% 8.3%83.3%

満足している� まずまずである� 不満である�

満足度はかなり
高い結果！

精神的な面で
「問題がある」との
回答が5割弱。
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解　　説
企業アンケート調査によれば、定年前には「個別面談を行う」企業が5割弱を占める

一方、「特に何もしていない」という回答が5割強もある。
インタビュー調査では従業員から、「定年を迎えるのに何も知らされていない」とい

う不安の声があった。是非、このガイドラインを参考にして定年前の従業員に対する
支援制度を充実させて欲しい。

詳細解説
「定年前支援制度の有無と内容」（24頁参照）

ポイント
定年前の従業員への支援が必要7

Ⅲ 継続雇用前後の対策は

定年を迎えるのに
何も知らされていない

という従業員の不安の声も。

定年前支援制度の実施状況�

60%40% 50%30%20%10%0%

（N＝71）�

事前研修制度�

個別面談�

その他�

なし�

1.4%

54.9%

0.0%

平成18年度に実施した企業アンケート調査結果より�

46.5%
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解　　説
企業アンケート調査によれば、定年後そのまま勤務延長する企業が3割強、再雇用す

る企業が6割弱であった。上限年令は65歳が7割と多数を占めているが、6～7社に1社
は70歳までとなっている。
就業年齢は60歳から65歳へ、さらに70歳へと引き上げられつつある中、一部のタ

イル工事業において70歳まで既に雇用されている事実は、時代を先取りした動きとし
て注目される。
また、継続雇用時は嘱託・契約社員が7割弱と多くを占めるが、その一方で正社員の

ままという回答も3割弱を占めている。

詳細解説
「継続雇用制度の内容」（24頁参照）
「継続雇用後の上限年齢」（25頁参照）
「継続雇用時の契約内容」（25頁参照）

ポイント
60代の雇用形態・上限年令・身分8

定年後そのまま勤務延長する企業が3割強、再雇用する企業が6割
弱。

雇用

上限年令は65歳が7割と多数をしめますが、6～7社に1社は70歳
まで。一部のタイル工事業において70歳まで既に雇用されている
事実は、時代を先取りした動きとして注目されるところです。

年齢

継続雇用時は嘱託・契約社員が7割弱と多くを占めますが、その一
方で正社員のままという回答も3割弱。

身分

企業アンケート調査によれば・・・
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解　　説
企業アンケート調査によれば、「固定給で評価しない」という回答が5割弱もある。

（１）60代従業員とのインビュー調査によれば、やりがいや意欲という点で評価を処
遇に反映する工夫が求められているように見受けられる。また、賃金水準は「定年前
の概ね6～8割の水準に設定している」ところが回答全体の5割を占めた。
（２）在職老齢年金や公的助成制度を活用すれば、ある程度「企業負担は小さく、手取
りベースもまずまずの賃金制度」にすることが可能であると考えられる。
本ガイドラインにはいくつかの試算結果（シミュレーション）が紹介されている。

このような制度概要や試算結果を参考にして、専門家の助けを借りるなど、うまく活
用してゆくことが必要であろう。

詳細解説
「継続雇用者に対する処遇」（27頁－28頁参照）
「継続雇用制度を活かすためには？」（29頁－37頁参照）
「参考資料1：従業員の60歳到達時の給与水準別、手取シミュレーションおよび明細」（57頁－73頁参照）

ポイント
60代従業員の業績評価と処遇9

在職老齢年金や公的助成制度を活用すれば、ある程度
「企業負担は小さく、手取りベースもまずまずの賃金制度」にすることが可能。

やりがいや意欲という点で
評価を処遇に反映する工夫が求められている。

60歳以上従業員の賃金制度�

100%80%60%40%20%0%

（N＝83）�

定年前同様、年功給である� 固定給であり、評価は無関係� その他�

12.0% 47.0% 41.0%

60歳以上従業員の賃金水準�

100%80%60%40%20%0%（平均値＝7.2割）�
（N＝68）�

4割未満�

4割～6割未満�

6割～8割未満�

8割～10割未満�

10割�

1.5%

5.9%

27.9%

13.2%

51.5%

平成18年度に実施した企業アンケート調査結果より�
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解　　説
企業アンケート調査によれば、多くの制度が知られておらず、実際に活用している

企業も少ないのが実状。国の制度については、該当するものについては積極的な活用
が必要であろう。そのためには最低限、まず何をすれば使えるかというアクセス方法
を知ることが重要である。本ガイドラインには、活用しようと思い立ったら、どこへ
アクセスするかについても掲載している。
しかし、活用に当たってはその前提として就業規則がきちんと整備されていること

が必要となる。当業界内においては就業規則が未制定という企業も少なくなく、今後
の整備が期待される。

詳細解説
「継続雇用制度を活かすためには？」（29頁－37頁参照）
「資料2：継続雇用制度に関わる就業規則の作成とポイント」（74頁－78頁参照）

ポイント
公的助成制度をうまく活用する10

多くの制度が知られておらず、実際に活用している
企業も少ないのが実状です。

該当するものについては積極的に手を挙げていく姿勢が必要です。

どんな助成制度
があるのか？ どうすれば利用

できるのか

A
社

B
社

C
社
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解　　説
企業アンケート調査によれば、60代従業員は「まだ十分に働ける」上に、「長年の

経験やノウハウが貴重である」という回答が多数を占めている。
一方、60代従業員に対しては、「経験を活かした業績への貢献」や、「経験を活かし

た後輩指導」などが強く期待される。

詳細解説
「継続雇用者に対する企業側の姿勢」（26頁－27頁参照）

ポイント
60代従業員を採用して期待できること11

Ⅳ 継続雇用をする場合に留意すべきコツは

まだ十分に
働ける 長年の経験や

ノウハウが
貴重である

企業が60代従業員に期待する役割・機能

60代
従業員

経験を活かした業績への貢献
経験を活かした後輩指導
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解　　説
企業アンケート調査によれば、60代従業員に対して様々な配慮が伺われる。
「人的ネットワークが活かせる仕事」
「体力負荷が比較的少ない仕事」
「若年層に指導・教育する仕事」

一方で課題としては以下のようなものが挙げられている。
「年齢構成を考えるとどうしても若年層を優先してしまう」（採用面）
「若い人を優先する」（賃金面）

60代になると賃金が低下することが多く、抵抗が大きい。60代を戦力として活用す
るには、こうした課題を解決できるように処遇面での工夫、60代従業員の意識の正確
な把握、適切なアドバイス、活用上の工夫などきめ細かなマネジメントが求められて
いる。

詳細解説
「60代従業員に任せる業務」（44頁－46頁参照）

ポイント
60代従業員に対する配慮12

人的ネットワークが活かせる仕事

体力負荷が比較的少ない仕事

若年層に指導・教育する仕事

60代従業員の意識の正確な把握、適切なアドバイス、
活用上の工夫などが求められます。
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解　　説
60歳を境に社内的な身分や、呼称・肩書きが激変することが多い。
平成18年度に実施した60代従業員アンケートやインタビュー調査によれば、「頑張

った時には賞与や賃金ベースなどに反映させて欲しい」という処遇面の要望が多く出
された。
一方、自分たちの長い経験や知識面で役に立てる場面があるのに「一言相談してく

れれば」との思いを抱いたことがあるとの意見もあった。
また、一部ではあるが「もっと見栄えのする肩書きを」、「名刺が欲しい」という意

見が聞かれた。
このように60代従業員は、潜在的には大きな戦力たりうる要員といえるが、この潜

在力を十二分に引き出してこそ、企業業績に貢献しうる戦力にすることができるだろ
う。会社に期待されていることの一部でも、ちょっとした一言など、わずかな工夫と
努力を注ぐことによって、60代従業員の潜在意欲を引き出せる可能性がある。
60代従業員の真摯な声には企業として傾聴する仕組み---例えば、定期的に「改善の

ための意見を聞く会」の開催なども有効であろう。

詳細解説
「60代従業員のやる気を引き出すには」（46頁－48頁参照）

ポイント
60代の従業員が会社に期待すること13

「頑張った時には賞与や賃金ベースなどに反映させて欲しい」

賃金面では「固定給」、「評価せず」という企業もみられる中、60代従業員のやる気・
意欲を引き出すためには考慮に値する指摘ではないでしょうか。

「もっと見栄えのする肩書きを」「名刺が欲しい」

60歳を境に社内的な身分や、呼称・肩書きが激変することが多いのですが当人達にと
っては大きな変化で、ショックを与えている可能性があります。
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解　　説
平成18年度に実施した60代従業員アンケートやインタビュー調査によれば、60代

従業員自身が心がけていることとしては「体力的に無理をしない」「若い後輩とよく話
をするようにしている」などの心がけや心配りが挙げられた。
また、現役従業員からみた年輩者の役割をみると、「教えてもらって役立ったことが

ある」という回答が多数を占めるほか、「仕事後の一杯が嬉しかった」という回答も少
なからずみられ、現役が年輩者に好感を抱くきっかけとなっている。
なお、「自分もああなりたい」という回答と「自分ならもっと頑張れる」という回答

があり、これらは相反する回答ではあるが、前者が4割弱、後者が3割強とほぼ拮抗し
た結果が得られている。
この点については、60代従業員にとって留意すべき点があることを暗示しているも

のと考えられる。同時に企業にとっては、60歳を迎える従業員に対する面談などにお
いて、事前にこうした点について意見交換するなど、啓発材料として参考にできるだ
ろう。

詳細解説
「60代従業員が心がけていること」（41頁－42頁参照）
「現役従業員が年配者に期待していること」（40頁－41頁参照）

ポイント
60代の従業員へのアドバイス14
60代従業員自身が心がけていること

「体力的に無理をしない」
「若い後輩とよく話をするようにしている」

年配者に対する現役従業員の声

「教えてもらって役立ったことがある」
「仕事後の一杯が嬉しかった」

「自分もああなりたい」「自分ならもっと頑張れる」

事前にこうした点について意見交換するなど、啓発材料として参考にでき
るのではないでしょうか。
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解　　説
60歳を境に就業環境が激変するため、60代従業員の就業観は他の世代の従業員と基

本的に異なっていると考える必要がある。その変化によるショックを少しでも和らげ
るように配慮することが60代従業員のやる気を引き出し、戦力として期待することが
できる大前提となるのではないだろうか。
具体的には、まず、定年を迎える前の段階での丁寧な事前説明や定年後の密接なコ

ミュニケーションの維持が必要となる。また、60代のインタビューでは「会社として
何が足りないか考えながら楽しんで仕事したい」という前向きな回答もあった。この
ようなやる気は「頑張った時」に何らかの形で賃金・賞与といった報酬面や金一封と
いった褒賞面での工夫によってさらに強められ、ますますやる気を引き出すことに繋
がるのではないかと考えられる。
さらに、対外的に見栄えのする肩書きを名刺にすることなどは、本人のやる気を維

持できる賢いやり方である。是非検討してほしい。
また、加齢による体力低下に対する配慮もある程度は必要と考えられる。人的ネッ

トワークが活かせる仕事や若年層に対する指導・教育の仕事などは高年齢者に相応し
い業務の一つといえる。
人によってはフルタイムより、週三日とか短時間勤務を指向する従業員もみられる。

多様な就労パターンを工夫し、働きやすい環境を用意することで業績に貢献しうる仕
組みを検討することも必要ではないだろうか。

詳細解説
「高齢者雇用を戦力化するには？」（43頁－52頁参照）

ポイント
60代の従業員を活用するさまざまな工夫15

定年を迎える前の
丁寧な事前説明

加齢による
体力低下に
対する配慮

定年後の密接な
コミュニケーション

の維持

人的ネットワーク
が活かせる仕事

「頑張った時」に
賃金・賞与といった
報酬面や金一封

若年層に対する
指導・教育の仕事

対外的に
見栄えのする

肩書を名刺にする

多彩な
就労パターン

やる気を引き出し、戦力として期待することができる！
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ガイドライン本編＊ガイドライン本編＊
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１）当業界にも押し寄せる少子高齢化の波
わが国では、急速に人口の少子高齢化が進展しています。合計特殊出生率（平成18年）

は1.32と欧米先進国をも下回る水準にあります。65歳以上の人口は全人口の20.7％（平

成18年）と世界最高の水準に達しています。我が国は、超高齢社会という人類史上初め

ての未体験ゾーンに突入する社会となりました。このため、医療や福祉、雇用など、様々

な面から早急に少子高齢化への対応が求められているといえましょう。

図表１－１－１：人口高齢化のスピードが世界で最も早い日本

２）ますますむずかしくなる若年層確保
人口の年齢別構成をみると、第二次ベビーブーム以降、若年層は概ね減少の一途を辿っ

ています。次世代の担い手としての若年層確保は企業経営上不可欠ですが、人口の絶対数

の減少から、マクロ的には十分な若年層確保は困難になりつつあるといえましょう。

３）増えつづける元気一杯、有能・熟練高齢者
一方、増大する高齢者は、医療の高度化や平均寿命の延びに伴い、元気で働き続けら

れる割合が増えております。65～70歳まで働き続けたいと考えている高齢者は少なくあ

りません。また、高齢者には長年培ってきた豊富な知識や経験があり、若年層確保の補

完的意味合いや、知識・技能の伝承というコーチ的役割を勘案すれば、貴重な戦力と位

置付けることができます。

1. なぜ高齢者雇用を推進するのか？

（年齢に占める65歳以上人口が10％から20％となる予想年数）
出所：「UN The sex and age distribution of world population 1998 各年央推計人口」

（1998年）、「日本の将来推計人口」（平成9年）より（財）政策科学研究所作成
注． グラフは、傾きが大きいほど高齢化のスピードが速いことを表す。日本の高齢化の

スピードは先進国中第一位である。
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４）避けて通れない高年齢者の戦力化、ガイドラインの目的
少子高齢化が急速に進展する中で、いかに高齢者の能力を戦力化していくことができ

るかが問われています。本ガイドラインは各企業のそうした取組を支援する目的で作ら

れております。

５）ガイドライン策定に至る経緯
社団法人全国タイル業協会では、（独）高齢・障害者雇用支援機構の支援を得て、タイ

ル工事業高齢者雇用推進委員会1を組成し、平成18～19年度の二カ年をかけて、本テー

マについてタイル工事業界の実情に即した形で様々な角度から検討してきました。その

成果を取りまとめたものが本ガイドラインです。

平成18年度には、全国タイル業協会加盟各社に対するアンケート調査やインタビュー

調査などを行うことによって、タイル工事業界における高齢者雇用の実態把握に努めま

した。さらに、委員会において高齢者が活き活きと働けるためのよりよい制度・仕組み

を構築していくための手がかりや、会員企業各社の発展のために高齢者雇用を活かして

いくためにはどのような方法が考えられるかといったヒント・視点についても検討しま

した。

平成19年度には、これまでの検討結果を基に、会員企業の役に立てるようにとの視点

から、普及啓発活動の媒体としても使えるような形でガイドラインが取りまとめられま

した。

６）ガイドライン策定の狙いと効果
本ガイドラインは、タイル工事業における高齢者雇用が効率的で的確な取組みのもと

に推進され、同時に各企業の戦力強化にもつながることによって、当業界の一層の発展

に資することを狙いとして作成されたものです。

このようなガイドラインに沿った取組みが各企業毎に進められれば、現役従業員にと

っても将来に対する不安感の払拭に役立つことでしょう。従業員が後顧の憂い無く仕事

に打ち込むことができるようになれば、業績への一層の貢献が期待されるのではないで

しょうか。

1委員会名簿
委員長：依光正哲　埼玉工業大学教授
委　員：協和建材（株）、東京タイル（株）、中村タイル（株）、マルニシテグラ（株）、社団法人全国タイル業協会
事務局：社団法人全国タイル業協会、シンクタンク：財団法人政策科学研究所
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１）各社従業員等の現況
（１）年代別年齢構成

年齢構成をみると、総従業員数および正社員数共に「30代」が最も多く、次いで「40

代」、「50代」、「20代」となっています。社内技能工数では「50代」が最も多く、高齢者

の割合が高くなっています。

図表２－１－１：従業員数と年齢構成

（２）従業員の過不足感

40～50代、60代についてはおおむね「適正」（40～50代72.7％、60代86.5％）です

が、10～30代については7割が「不足」（72.4％）と感じていて、若年層と中高年層とは

対照的な結果となっています。

従業員構成上でみると20代、30代は5割弱を占めますが、不足感が強い世代であるこ

とがわかります。

図表２－１－２：従業員の過不足感

2. 同業他社の動向は？

出典：平成18年全国タイル業協会会員企業アンケート調査
（調査概要：配布253社、回答93社、回収率36.8％）

出典：平成18年全国タイル業協会会員企業アンケート調査
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（３）従業員の採用状況

採用された従業員の年代は、「20代」（40.9％）が最も多くなっていますが、一方で、

中途採用にあたる「30代」以上の採用が約半数（計48.6％）を占めています。

図表２－１－３：従業員の過去三カ年の採用人数

（4）外注技能工数

各社が抱えている外注技能工の数は、「１～50人」（71.3％）が最も多く、「51～100

人」（17.2％）と合わせて全体の9割近くを占めています。なお、回答企業の外注技能工

数の平均は57.2人です。

図表２－１－４：外注技能工の人数

出典：平成18年全国タイル業協会会員企業アンケート調査

出典：平成18年全国タイル業協会会員企業アンケート調査
注　：企業によって外注技能工の数え方が異なる。（一社専属の場合は社内技能工とし、

一時的に協力を仰ぐ場合は外注技能工としているなど。）
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２）継続雇用制度の概況
（１）定年制度の有無と年齢

企業調査では定年制度が「ある」企業は8割弱です。

図表２－２－１：定年制度の有無

外注の技能工についてのインタビュー調査によれば「定年制度はない。ゼネコンの指導

により65歳で足場に登ることができなくなるが、実際には70歳くらいまで従事している

人もいるようだ（Ａ社、企業）」という回答もありました。

各社の定年年齢は、「60歳」（85.9％）が多数を占めますが、「65歳」（11.3%）という

企業も１割以上みられます。

図表２－２－２：定年年齢

出典：平成18年全国タイル業協会会員企業アンケート調査

出典：平成18年全国タイル業協会会員企業アンケート調査
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（２）定年前支援制度の有無と内容

定年を迎える従業員に対する何らかの施策（定年前支援制度）について尋ねたところ、

「なし」が全体の5割を超えています。支援制度がある企業の多くは「個別面談」（46.5％）

を行っていると回答しています。

図表２－２－３：定年前支援制度

（３）継続雇用制度の内容（勤務延長か再雇用か）

定年後の継続雇用制度には、「再雇用制度」と「勤務延長制度」の2つがありますが、

「再雇用制度」が5割強、「勤務延長制度」は3割強となっています。

これらの結果から、両者合わせて9割弱の企業は継続雇用を整備していることがわかり

ます。

図表２－２－４：勤務延長か再雇用か

出典：平成18年全国タイル業協会会員企業アンケート調査

出典：平成18年全国タイル業協会会員企業アンケート調査
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（４）継続雇用後の上限年齢

継続雇用された場合、いつまで働けるのでしょうか。全体の７割は「65歳」、「70歳」

（15.5％）という回答も9社ありました。

なお、従業員の希望就労上限年齢（図表3－3－2、後述）は「65歳」（65.0％）、「70

歳」（20.0％）、「63歳」（10.0％）となっています。

図表２－２－５：継続雇用時の上限年齢

（５）継続雇用時の契約内容（正社員・嘱託等々）

定年後の契約内容をみると「嘱託・契約社員」（68.7％）が最も多く、次いで「正社員」

（28.4％）、「パートタイマー」（10.4％）の割合です。

図表２－２－６：継続雇用者の契約状況

（６）継続雇用者の採用実績

定年退職者の中には継続雇用を希望しない人がいます。しかし、継続雇用を希望する人

は、概ね採用されているとみられます。

出典：平成18年全国タイル業協会会員企業アンケート調査

出典：平成18年全国タイル業協会会員企業アンケート調査
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図表２－２－７：継続雇用者の採用実績（過去三カ年）

３）継続雇用者に対する企業側の姿勢
（１）60代以上従業員を採用する理由

企業はどのような理由で60代を採用するのでしょうか。「長年培ってきた経験やノウハ

ウが貴重であるから」（78.2％）、「まだ十分に働けるから」（77.0％）といった高齢者の

就労能力に対して前向きな評価が多くなっています。

なお、従業員が継続就労を希望する理由（図表３－３－３、後述）としては、「まだ元

気だから働けるうちは働きたい」（72.0％）、「収入が必要だからもっと働きたい」

（68.0％）が多く、労使ともに定年後も十分働くことができると認識しているようです。

図表２－３－１：60代以上従業員を採用する理由

【事例：採用理由の変遷】「以前は定年時にはほとんど役員となるか、あるいは定年前に退

職していた。最近は定年時に役員になれない者も出てきたため、継続雇用で報いている面

もある。（Ａ社、企業）」

出典：平成18年全国タイル業協会会員企業アンケート調査

出典：平成18年全国タイル業協会会員企業アンケート調査
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（２）60代以上従業員に期待する役割・機能

60代従業員に期待する役割・機能について尋ねたところ、「多くの専門知識と経験・ノ

ウハウを活かした後輩指導（業務ノウハウの伝承）」（83.7％）、「多くの専門知識と経験・

ノウハウを活かした業績への貢献」（82.6％）等、知識や経験を活かした役割が期待され

ているといえます。

図表２－３－２：60代以上従業員に期待する役割・機能

【事例１：年配者であることのメリット】

「現場管理者と同様に職人も高齢化しており、相手も同世代であるとお互い意見や強いこ

とも言える（Ｅ社、60代以上従業員）」

【事例２：60代への配慮】

「タイルを貼る際に必要な材料を現場へ配達する仕事などをおこなう。（足場に乗らなくて

よい仕事）」（Ｆ社、企業）

４）継続雇用者に対する処遇
（１）60代以上従業員の賃金制度

60代の賃金制度について尋ねたところ、「固定給であり、評価は無関係」（47.0％）が

回答の半数近くを占め、「定年前同様、年功給である」（12.0％）という企業は少ないよう

です。その他、「固定給であるが賞与等の評価あり」、「出来高払い・能力給」、「個別に対

応する」などが挙げられています。

60代以上従業員からの回答としては、「仕事ぶりをみて、賞与に反映してもらいたい」

（54.5％）、「仕事ぶりをみて、賃金ベースを考えて欲しい」（45.5％）が挙げられています。

以上から、働きぶりとは無関係に処遇を決定する固定給制を採用している企業が１／２

弱を占めるのに対し、従業員側では自分の仕事ぶりを何らかの形で賃金制度に反映して欲

しいと考えており、両者のギャップが大きくなっています。

出典：平成18年全国タイル業協会会員企業アンケート調査
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図表２－４－１：60歳以上従業員の賃金制度

次は、各社の様々な賃金制度の事例です。

【事例１：業績連動】

「継続雇用においても（正社員と同様に）年功給であるが、これは業績連動型になってい

る。定年前については所属部門別（3部門）ごとの業績に応じてその先の半年分の給与を決

定するが、継続雇用後は会社全体の業績と連動させて給与を決定している（Ｇ社、企業）」

【事例２：評価連動】

「給与も正規の社員と同じ働きをすれば、それに見合ったものを支給する（Ｈ社、企業）」

【事例３：支給レベル】

「60代以上従業員の賃金水準については仕事のレベルが維持できれば、賃金も定年前と同

程度支払うつもりである。」（Ｉ社、企業）

（２）60代以上従業員賃金水準

60代従業員の賃金水準はどの位でしょうか。企業アンケートによれば、最も多いのは定

年前の「6～8割未満」の水準です。平均すると定年前の7.2割となります。但し「10割」

という企業が9社ある一方で、「4割未満」という極端な例も4社あります。

図表２－４－２：60歳以上従業員の賃金水準

出典：平成18年全国タイル業協会会員企業アンケート調査

出典：平成18年全国タイル業協会会員企業アンケート調査
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１）企業負担を極小化する賃金制度を考える
（１）在職老齢年金制度と公的助成制度を活用する

高齢者の継続雇用にあたって、企業側、従業員側の双方にとって最も大きな関心事の一

つは賃金の設定です。企業としては、賃金負担を少しでも抑えたいでしょうし、継続雇用

される従業員は現役時の収入にいくらかでも近づけたいでしょう。

継続雇用を推進するにあたって、このような問題を円滑に解決するための制度がありま

す。それらの制度を上手に活用することによって、企業の賃金負担は大幅に抑えつつ、継

続雇用された従業員の手取収入はそれほど減らさないことが可能です。

図表３－１－１：定年後の手取構成

以下では、雇用継続給付や在職老齢年金等の制度を活用した具体的な賃金設定の事例を

ご紹介します。是非ご参考下さい。

（以下P.29頁～33頁：正田社会保険労務事務所作成）

最適給与と年金、雇用継続給付金2
（月例給与400千円、直近1年間賞与800千円の場合）

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者で、賃金月額が60歳

到達時の賃金額の75%未満に低下した人に対して支給されます。（被保険者期間5年以上

必要）

在職老齢年金は厚生年金被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金が総報酬月額相

当額に応じ年金の一部が調整される仕組みとなっています。

そして65歳未満の老齢厚生年金の受給権者が高年齢雇用継続給付の支給を受けられる

場合には、在職老齢年金による調整に加えて、高年齢雇用継続給付と年金額の支給調整が

行われます。

出典：平成18年全国タイル業協会会員企業アンケート調査

3. 継続雇用制度を活かすためには？

2正田社会保険労務事務所作成
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下記は、高年齢雇用継続給付が受けられる範囲で、手取額が最高となる月額給与(交通

費などを含みます)と、その給与に対する在職老齢年金と高年齢雇用継続基本給付金の明

細です。

図表３－１－２：月額給与、在職老齢年金、高年齢雇用継続基本給付金の例

在職老齢年金は年金額と「総報酬月額相当額」により計算を行いますが、標準報酬月額

は「随時改定」または「定時決定」により変更されるため、給与変更後しばらくは、上記

標準報酬月額とはならない場合があります。

上記は、すべて「月額」に換算してあります。実際の支給は在職老齢年金、高年齢雇用

継続給付とも2ヶ月単位の支給です。また、計算過程で端数処理を行っていますので、実

際の支給額と異なります。

ここではあくまで例として紹介していますが、実際の支給額等については、各個人の年

金加入期間や報酬額によっても違いますし、生まれ年によって変化する部分もあります。

したがって、実際の支給額については、高年齢雇用継続基本給付金は公共職業安定所、

在職老齢年金は社会保険事務所でご確認ください。また、基金がある場合、その支給停止

方式は国に準じた調整をおこなっています。実際の調整方式はその基金の規約によります。

ここでは、高年齢雇用継続給付や在職老齢年金の制度を活用すると、企業側の賃金負担

を少なく抑えながらも従業員の手取額が大きく減らないような賃金設定も可能であるとい

うことを示すことを目的としているため、この計算結果はあくまでも目安としてご参考に

してください。
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（２）支給額と手取額が比例しない仕組みを知る

60歳時と変更後給与の比較3

下記は60歳時の給与と在職老齢年金、高年齢雇用継続基本給付金が併給された場合の本

人手取比較と、事業所の人件費（給与、法定福利費）の比較です。

図表３－１－３：本人手取および事業所人件費の比較

給与を「249,000円」にすると給与の手取は、60歳時に比べ「124,121円」の減少と

なりますが、高年齢雇用継続基本給付金が「33,341円」、在職老齢年金が「64,850円」

発生するため、トータルの手取額としては「25,930円」の減少となります。年収では

「269,322円」の減少となります。

図表３－１－４：会社人件費

会社の人件費では、60歳時の法定福利費を含めた月負担（賞与の12分の1を含む）は

「531,188円」、変更後の給与では「357,392円」となり、月額「173,796円」の負担減、

年間では2,085,552円の負担減となります。

注：給与月額には交通費など全ての手当を含んでいます

注：賞与は年間の標準賞与額を月額換算、社会保険控除もその賞与分を含んでいます

3正田社会保険労務事務所作成
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（３）支給額最適化のための方法

図表３－１－５：給与と年金、雇用継続給付の手取シミュレーション4

年金、給付金とも月額で表示しています。また計算の課程で端数処理を行っていますの
で実際の手取額とは異なります。この計算結果は目安としてご利用ください。

はこの表の「最適給与」（雇用継続給付が受けられる範囲で、給与、年金、
雇用継続給付金の手取額が最高となる給与額を表示しています。）

4正田社会保険労務事務所作成
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図表３－１－６：給与と年金、雇用継続給付の手取シミュレーション

このグラフは給与を9万円から36万円とした場合の給与、年金、給付金の手取額の推移

を表示しています。給与が上がれば年金額が逓減、雇用継続給付は一定の額までは増えま

すが、それ以上は下降します。

最適給与（雇用継続給付が受けられる範囲で手取額の合計がP.19の前提条件と同水準と

なる給与）⇒⇒⇒249,000円

図表３－１－７：手取額が最適給与とほぼ同じとなる給与帯

このグラフは最適給与「249,000円」の場合の年金と給付金の合計手取額「312,603

円」と同じ位の手取額に対する「給与」を少ない順に表示しています。

注：図表３－１－６の手取額22.6万円～26.2万円部分を拡大したもの
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２）公的助成制度を活用する方法を知る
（１）高齢者雇用助成等の認知度と活用度

公的助成制度の中から、知っている制度と使っている制度について尋ねたところ、いず

れかの助成策を知っているとの回答は93社中48社（51.6％）で、辛うじて過半数を超え

ました。

回答の内訳（平成18年度時点）は、「高年齢雇用継続給付」（81.3％）が最も多く、次

いで「継続雇用制度奨励金（第Ⅰ種）＊1」（66.7％）、「多数継続雇用助成金（第Ⅱ種）＊2」

（50.0％）と続きます。ある程度認知されている制度であっても、実際の活用という点に

なると「高年齢雇用継続給付」（35.4％）、「継続雇用制度奨励金（第Ⅰ種）」（16.7％）程

度で、全体の活用度は低いと言えます。

図表３－２－１：高齢者雇用助成策の認知度と活用度

【事例：公的制度の煩雑な手続き】

「手続きが煩雑であったため利用しなかった（Ａ社、従業員）」

出典：平成18年全国タイル業協会会員企業アンケート調査

＊1 継続雇用制度奨励金（第Ⅰ種）、＊2 多数継続雇用助成金（第Ⅱ種）については、申請受付が平成19年3
月31日で終了している。
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（２）一般的な公的助成制度活用のためのステップ

では、このような公的助成制度を活用するためにはどうしたらいいでしょうか。一般的

には、このような制度を調べるためのアクセス方法（調べ方）には大きく分けて二つあり

ます。一つはインターネットにアクセスする方法、もう一つは最寄りの社会保険労務士に

相談する方法です。

インターネットで調べるには、検索エンジンで、例えば「高年齢者雇用対策」などのキ

ーワードで検索してみましょう。厚生労働省ウェブサイトに次のような資料があります。

厚生労働省ウェブサイトより

各種助成金や相談援助サービスについて知ることができます。

また、従業員向けには上記頁と同じ頁に次のような高年齢者のための相談・セミナーな

どの紹介があります。従業員との面談などの場で活用できる情報だと思われます。またこ

の頁から、本事業の推進母体である独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構のウェブサイ

トへアクセスすることができます。

厚生労働省ウェブサイトより

事業主の方へ
厚生労働省では、高年齢者の雇用を確保する事業主の方を支援しています。各種助成金やサービスに
ついての内容をご覧になりたい方は、各項目をクリックしてください。

各種助成金
1. 定年の引上げ等の措置を講じた事業主の方へ
※「継続雇用定着促進助成金」は平成19年3月をもって終了し、平成19年度より、（２）の「定年
引上げ等奨励金」が創設されました。
→（１）平成19年３月３１日以前に定年の引上げや継続雇用制度の導入等の措置を講じた事業主

の方へ（継続雇用定着促進助成金（経過措置））
→（２）平成19年４月１日以後に65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した中

小企業事業主及び定年引上げ等に伴う研修等を実施する中小企業事業主の方へ（定年引上
げ等奨励金（平成19年度創設））

注．http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koureisha.html より19.7.30抜粋

高年齢在職者の方へ
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構では、各都道府県に高齢期雇用就業支援コーナー（都道府県
の高齢期雇用就業支援コーナー一覧）を設置し、労働者がその高齢期における職業生活の設計を行う
ことを容易にするため、在職者を中心とした中高年齢者に対して、退職準備、再就職に係るキャリア
の棚卸し、公的年金等の職業生活設計に関する相談やセミナー、交流会等を実施しています。

注．http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koureisha.html より19.7.30抜粋
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独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構のウェブサイトには、「助成金について知りた

い」というコーナーがあります。利用可能な助成金等・活用事例集・相談窓口などの情報

が入手できます。

独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構のウェブサイトより

（３）公的助成制度活用の前提条件としての就業規則の整備

①整備の必要性

就業規則の整備は必ずしもすべての企業に義務づけられてはいません。しかし、公的助

成制度を活用しようとすると、必ずその提出が求められます。つまり、就業規則が未整備

である以上申請資格は与えられないということになります。就業規則を整備することは、

公的助成制度を活用して企業負担を極小にする賃金制度を構築する第一歩であり、前提条

件とさえいえます。ここではその重要性を確認しておきましょう。

②60代以上従業員の就業規則の整備状況

では、現状どの位の企業が就業規則を整備しているのでしょうか。企業アンケートの結

果によれば、何らかの就業規則を制定している企業は７割を超えますが、60代以上従業

員に対する別枠の就業規則について「制定済み」という企業は４割を切っています。「未

制定」（37.0％）が４割弱におよぶなどまだこれからという企業が少なくないことが伺わ

れます。

③就業規則のポイント

継続雇用の就業規則の作り方について、例とポイントを示しておりますので、ご参考に

して下さい。

参照「参考１　継続雇用の就業規則例ポイント」

助成金について知りたい
・高年齢者等の雇用の促進を図ることを目的に、事業主の方に雇用安定事業に基づく助成金・奨励金
を支給しています。
雇用安定事業に基づく各種助成金の内容
助成金には次のようなものがあります。
・定年引上げ等奨励金
・高年齢者等共同就業機会創出助成金
高年齢者等共同就業機会創出助成金活用事例集

・助成金の相談や、申請等の受付は、各都道府県協会まで

注．http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/elder01.html#sec03より19.7.30抜粋

▲
▲
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図表３－２－４：60歳以上従業員の就業規則

従業員側の就労希望を尋ねると、以下の事例のように就労パターンの多様性を考慮する

必要があるともいえます。

【事例：定年前と異なる働き方】

「仕事をしつつ、趣味（旅行）を優先させたい。不動産収入があることもあり、定年後は

フルタイムよりも週3日程度でパート的に働きたい（Ｃ社、従業員）」

３）従業員の就業意欲の旺盛さ、就業意識の現状を知る
（１）定年後の就業希望（定年後も働きたいか）

8割を超える従業員が、「定年後も働きたい」と就労を希望しています。

図表３－３－１：定年後の継続就労に対する従業員の希望

（２）就業上限年齢（いつまで働きたいか）

45歳以上の現役従業員にいつまで働きたいかと尋ねたところ、「65歳まで働きたい」

（65.0％）が最も多くなっていますが、その一方で回答者の2割は「70歳」までと回答し

ています。

出典：平成18年全国タイル業協会会員企業アンケート調査

出典：平成18年全国タイル業協会会員企業アンケート調査
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図表３－３－２：定年後、いつまで働きたいか

（３）定年後就労の理由

定年後も働きたい理由はどのあたりにあるのでしょうか。45歳以上の現役従業員は「ま

だ元気だから働けるうちは働きたい」（72.0％）、「収入が必要だからもっと働きたい」

（68.0％）という回答が多くなっています。

なお、現在の60代従業員は、仕事に対して体力的な問題はそれほど感じていないようで

す（図表3－3－6、後述）。

一方、少数ですが、継続就労を希望しない人の理由を尋ねたところ、「長年働いたので、

家庭を優先したい」（50.0％）「体力的に自信がなくなってきたから」（50.0％）が挙げら

れています。

図表３－３－３：継続就労を希望する理由

図表３－３－４：継続就労を希望しない理由

出典：平成18年全国タイル業協会会員企業アンケート調査

出典：平成18年全国タイル業協会会員企業アンケート調査

出典：平成18年全国タイル業協会会員企業アンケート調査
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（４）60代従業員の就業満足度

60代従業員でアンケート調査に協力してくれた人の内、8割以上の人が「まずまずであ

る」（83.3％）と感じています。

図表３－３－５：現在の就業に対する満足度

現在60歳を超えて就業している人は、会社側の条件をクリアしていて、就労条件にも納

得済みということになります。条件が合わなかった人や納得がいなかった人は定年で既に

退職している可能性も考えられます。その意味では、満足度が高いのはある意味当然とも

いえます。

体力的にはほとんどの人が問題無いと回答しています。しかし、半分近くの人が精神的

に厳しさを感じている点が注目されます。

図表３－３－６：現在従事している仕事に関する認識

精神的な面の厳しさについては、今回のヒアリングでは具体的に聴取することはできま

せんでした。60代の人の話から伺えるのは、総じて頭や心の切り替えを適切に行えるか、

或いは、60歳後の新しい業務環境に適応できるか、がポイントのようです。この切り替

えと適応の過程に精神的厳しさを感じさせる何かが潜んでいるのではないかと推察されま

す。

出典：平成18年全国タイル業協会会員企業アンケート調査

出典：平成18年全国タイル業協会会員企業アンケート調査
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（５）現役従業員が年配者に期待していること

45歳以上の現役従業員は年配者をどうみているのでしょうか。年配者に期待しているこ

とを尋ねたところ、年配者が「教えてくれて役立った」（83.3％）が最も多く、次いで

「仕事の後の一杯に誘ってくれて嬉しかった」（62.1％）が挙げられています。年配者の役

割として「指導教育」があることは、多くの従業員が認めているようです。

なお、60代以上従業員の側（図表３－３－11、後述）からは、20代～30代に仕事の

指導をしたことは「よくある」（25.0％）、「たまにある」（66.7％）、また、夜一杯付き合

う「たまにある」（58.3％）という回答を得ています。

図表３－３－７：年配者の役割

【事例１：若手とのコミュニケーション】

「現場管理ではゼネコンや職人とのコミュニケーションをきちんと取る必要がある。若手

には難しいので、（高齢者が）ケアすることが必要である（Ｃ社、従業員）」

【事例２：人との繋がりの重要性】

「仕事は人的なつながりが重要であり、仕事を取る以外にも、仕事をしてくれる職人を持

っていることも大切である」

【事例３：話が合うかどうか】

「会社では最年長であり、誰とでも問題なく付き合っているが、さすがに20代とはなかな

か話が合わないこともある」

出典：平成18年全国タイル業協会会員企業アンケート調査
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また、45歳以上の現役従業員が年配者に敬意や好感をどの位抱いたことがあったかを

尋ねたところ、「ほとんどない」という回答は皆無であり、総じて年配者に対して肯定的

な印象を持っているといえます。とりわけ年配者のおかげで、長く勤務しようと思ったこ

とが「よくある」（38.5％）人の割合は高くなっています。定着率の向上に果たす年配者

の役割は、肯定的とみることができるのではないでしょうか。

図表３－３－８：年配者に敬意・好感を抱く頻度

次に、60代の働き方を見ての感想を尋ねたところ、「自分もああなりたい」（39.3％）

という回答が最も多くなっている一方で、「自分ならもっと頑張れる」（32.1％）との回答

も多いことから、60代従業員の働き方に対しては、評価がある程度分かれているといえ

ます。

図表３－３－９：60代の働き方を見ての感想

（６）60代従業員が心がけていること

社内の若手との付き合いについて尋ねたところ、仕事の指導・教育は「たまにある」

（66.7％）、「よくある」（25.0％）を合わせて9割を超えています。一方で、「夜一杯付き

合う」については、「よくある」はゼロですが、6割弱の人は「たまにある」と回答してい

ます。

出典：平成18年全国タイル業協会会員企業アンケート調査

出典：平成18年全国タイル業協会会員企業アンケート調査
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図表３－３－10：社内の若手との付き合い

以下の事例はこれから60代を迎える人にとっての参考になるのではないでしょうか。

【事例１：大きい年令差】

「60代と20代では親子以上の開きがあり、孫といってもおかしくないほど歳の差がある。」

【事例２：付き合いベタの若手】

「今の若い人は、極端に歳の離れた人との付き合いは苦手なことが多く、歳の近い人を好む。」

【事例３：チームワーク】

「仕事ではチームワークが大事であり、自分だけという考えだと反発が出てくる。／仮に

若手を１つ叱る際にも代わりに４つくらいは誉めており、そうすることで我々の話を良く

聞いてくれる。／若手と付き合う際には、自分から（物理的、話題的の両方で）相手の目

線まで降りていって会話することが大切である」。（Ｇ社、60代以上従業員）

また、若い人と働くために心がけていることについて答えてもらったところ、「体力的に

無理をしないこと」（66.7％）、「若い後輩とよく話をするようにすること」（50.0％）が多

くなっています。これは、これから定年を迎える人のための良きアドバイスとなると考え

られます。

図表３－３－11：若い後輩と働くために心がけていること

出典：平成18年全国タイル業協会会員企業アンケート調査

出典：平成18年全国タイル業協会会員企業アンケート調査
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１）60代従業員が考えていること
（１）60代従業員の考える評価・処遇について

60代従業員の人に会社に配慮して欲しいことをたずねたところ、仕事ぶりの賞与や賃金

への反映、成果をきちんと評価して欲しいという要望が多くみられます。

図表４－１－１：年配者のために会社側が配慮すべき点（勤務面）

また、次の事例は「気の利いた賃金（処遇）制度」を工夫する際に一考の余地ある指摘

といえるのではないでしょうか。

【事例１：役職・肩書き】

「会社には肩書き・褒章の面で配慮をして欲しい。年配者にやる気を引き出させるために、

また長く働いてきたものに報いるという意味においても何らかの役職・肩書きをつけて欲

しい。」

【事例２：提案・評価】

「営業には成績に応じて報奨金は出るが、内勤者にはほとんど出ない。しかし内勤者も

様々な努力を行い会社に貢献しているので、会社には評価して欲しい。評価は金銭に限ら

ず表彰などでも励みになるが、これを会社に提案しても受け入れられなかった。」（Ｇ社、

60代以上従業員）」

さらに、以下の事例にみられるように定年を迎える前段階での従業員に対する説明の徹

底が求められているといえましょう。

【事例：事前説明】

「労働条件については、事前に詳細な説明がなかった。いざ再雇用される段になって、給

料が減ることなどを聞き戸惑ってしまった。仕事の内容が同じにも関わらず、給料が減っ

てしまうことも精神的にはショックである。もっと前から説明して欲しかった。」（Ｆ社、

60代以上従業員）」

4. 高齢者雇用を戦力化するには？

出典：平成18年全国タイル業協会会員企業アンケート調査
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（２）60代従業員の希望すること

60代従業員の希望する就業における配慮について尋ねたところ、「長年の経験や知識を

活かせるよう、もっと相談してほしい」（88.9％）が非常に高い結果となっています。こ

れは年配者の無形の財産である経験や知識を業務に生かしたいという願望であり、60代

を戦力化していく上でのポイントといえるのではないでしょうか。

図表４－１－２：年配者のために会社側が配慮すべき点（勤務内容、人間関係）

２）60代従業員に任せる業務
（１）企業が60代従業員に配慮していること

60代従業員に対して企業がどのような点に配慮しているかについて尋ねたところ、「営

業など本人が培ってきた人的ネットワークを生かせる仕事」（61.3％）、「体力負荷の比較

的少ない仕事に従事させている」（58.8％）、「若年層に指導・教育する仕事を主にさせて

いる」（57.5％）と回答した企業がそれぞれ全体の約６割程度を占めています。

なお平成18年度調査によれば、60代従業員は現在従事している仕事に対して、体力的

（「体力的にきつい」、8.3％）なものよりも、どちらかというと精神的な面でより厳しさ

（「精神的にきつい」、41.7％）を感じている人が多くみられます（図表３－３－６を参照）。

図表４－２－１：60代以上従業員に依頼する仕事の配慮点

出典：平成18年全国タイル業協会会員企業アンケート調査

出典：平成18年全国タイル業協会会員企業アンケート調査
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【事例:60代への配慮】

60代に対して配慮していることとして、「タイルを貼る際に必要な材料を現場へ配達する

仕事などをおこなう。」（足場に乗らなくてよい仕事）（Ｆ社、企業）

（２）企業からみた60代従業員活用上の課題

60代従業員を積極的に活用する上での課題について尋ねたところ、「賃金コストの低い

若い社員の採用を優先したい」（53.3％）、「年齢構成がいびつなので、若い社員の採用を

優先したい」（46.7％）など、高齢者雇用よりも若年社員の雇用を優先したいという姿勢

が明確です。

一方で「契約社員になることへの抵抗が大きい」（13.3％）、「パートタイマーになるこ

とへの抵抗が大きい」（2.7％）といった雇用形態の変更に関わりがある従業員側の葛藤を

課題に挙げる企業は少数でした。

図表４－２－２：60代以上従業員を積極的に活用する上での課題

【事例１：賃下げへの抵抗】

「継続雇用になる際には賃金が大きく下がり、その抵抗は大きい。」（Ｂ社、企業）」

【事例２：部下が上司】

「かつての部下が上司になることもあるだろうが、誰でも、自分より尊敬する人間であれ

ばそのような（お互いを尊重した）扱いを受けると思う。」（Ｄ社、企業）」

出典：平成18年全国タイル業協会会員企業アンケート調査
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【事例３：戦力化要件＝情報リテラシー】

「高齢労働者の問題の一つに、パソコンを使えない人が多いということが挙げられる。こ

れから現場監督は若い人に任せて高齢者は内勤で現場に指示を出す、という分業形態にし

たいが、その場合は内勤でパソコンが使えないと難しい。現在の所、社内の50－60代は

ほぼパソコンを使えないが、使えるようになると高齢者でも十分に戦力になる。」（Ｅ社、

企業）」

【事例４：高コストの負担感】

「高齢者の高賃金（高コスト）の問題については、定年（60歳）時とそれ以降でも働きぶ

りに変化がないため、問題とはならないと考えている。」（Ｇ社、企業）」

【事例５：ゼネコンの年令制限】

「ゼネコンによっては60代の職人を受け入れない場合もある。実際に50・60代では個人

差があるものの、問題がある人とない人で差が大きい。また、60代の職人はいわゆる昔

気質であるので無理をしすぎて体を壊すことがあると聞く。これも責任を回避したいゼネ

コンが高齢者の職人を嫌う理由であると思う。」（Ｉ社、企業）」

なお、このような企業側の問題意識に対して、60代の従業員自身はどのように見てい

るのでしょうか。そこで、60代以上従業員に「年配者が活き活きと働けるようにするに

は、勤務内容や人間関係で企業がどのような点に配慮すべきか」というアンケート調査と

比較してみました。その結果、「自分の長年の経験や知識を活かせればもっとうまくいく

のにと思うことがあるので、ちょっと相談してくれればなと感じることがある」（88.9％）

について多くの回答者が支持しており、上記の企業側の視点とのギャップが目立つ結果と

なりました。

３）60代従業員のやる気を引き出すには
（１）やる気を出させることの重要性の認識を

従業員のやる気を引き出すための各社の工夫について、インタビューしたところ、次の事

例はまず企業自身が重要性を認識すべきという興味深いものでした。

【事例：お金だけではない】

「社員にも生活があるため考慮する必要があるが、一方で『仕事ができることがうれしい、

お金ではない』と言ってくれる者もいる。社員にやる気を出させることが最も重要である」

（G社、企業）
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（２）定年を迎える人に予め心構えを持たせる手だてを

従業員には予め企業が求める人材像を明示し、どのような人材が欲しいのかを明らかに

しておくことが求められます。と同時に、定年を迎える人への心構えを説くことが出来る

ように企業自身も勉強することが大事ではないでしょうか。以下の事例はその二点を指摘

しております。

【事例１：望ましい人材像】

「若い人間のプラスになるような人材であればとても良い。専門職については、若い人の

命令に関してもきちんと従える人。若い管理職を立てつつ、育てられるような人材が良い」

【事例２：企業も勉強を】

「企業としても定年を迎える人への心構えをコンサルタントから聞き、勉強をしないとい

けないと思う（H社、企業）」

（３）評価を公平に！　金銭あるいは表彰により、励みを与える工夫を

一般的に、高齢者の継続雇用や再雇用の場合、能力や成果等を評価して報酬等に反映す

る仕組みを持つ企業は多くないように見受けられます。しかしながら、働く側のモチベー

ションを高める施策として、何らかの評価制度等を導入することは効果があるとも考えら

れます。評価制度等のあり方を検討することも重要なことがらの一つといえましょう。

【事例１：評価は公平に】

「営業には成績に応じて報奨金は出るが、内勤者にはほとんど出ない。しかし内勤者も

様々な努力を行い会社に貢献しているので、会社には評価して欲しい。評価は金銭に限ら

ず表彰などでも励みになるが、これを会社に提案しても受け入れられなかった（G社、60

代従業員）」

（４）継続雇用後の役職呼称・肩書き・名刺には暖かい配慮を

①社内の身分や役所名などの肩書きは本人の世間体などの配慮を

以下の事例は、いずれもコスト負担はほとんどかからないにもかかわらず、従業員にと

っては極めて精神衛生上深刻な問題となるかも知れない事柄があることを示しています。

是非とも斟酌されるべきではないでしょうか。

【事例１：肩書きへの配慮】

「立場・待遇の変化を周知させるため、肩書きを変える（例：部長→工事長）。立場が変化

しなければ肩書きを変えないが、他の人が呼びやすいこともあり、肩書きのない人にも何

らかの肩書きを与えることがある（Ａ社、企業）」
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【事例２：何らかの役職・肩書きを】

「会社には肩書き・褒章の面で配慮をして欲しい。年配者にやる気を引き出させるために、

また長く働いてきたものに報いるという意味においても何らかの役職・肩書きをつけて欲

しい（一部再掲、Ｇ社、60代以上従業員）」

【事例３：定年後の呼称】

「定年後の名称について、嘱託からシニア社員と呼び名を変更しようか会社として考えて

いる（Ａ社、企業）」

②名刺を持っていることの重要性に配慮を

①と同様の事柄です。名刺の重要性が指摘されています。

【事例：世間体としての名刺】

「例えば嘱託には名刺はないが、社外的には一種の立場・世間体を表すために名刺があれ

ば役立つ。継続従業員の配慮については金銭の問題だけではない（一部再掲、Ｇ社、60

代以上従業員）」

（５）加齢と体力低下にも配慮を

各企業では、60代には加齢と体力低下についての相応の配慮が行われております。以下

の事例が参考になるのではないでしょうか。

【事例１：指導・教育】

「若年層に指導・教育する仕事を主にさせている」（57.5％）

【事例２：時間管理】

「パート勤務が出てくると、工事関係は時間が不規則、管理上難しくなる。今後の課題だ。」

（６）社内のコミュニケーションをよくする工夫を

定年前後で業務内容が変わる場合でも、または変わらない場合でも、期待される役割が

違うことなどについて、本人及び周囲の人間が互いに認識することが重要だといわれてい

ます。社員間のコミュニケーションについて、一つ一つ細かく規定することは難しいかも

知れませんが、コミュニケーションのあり方そのものが重要な問題であるという認識を持

たせることはとても大事な問題であるといえましょう。
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４）60代従業員を積極的に活用する上での課題は
（１）若年社員優先の見直し

平成18年度の調査結果から明らかなように、賃金コストや年齢構成の面から、若い社員

の採用を優先することが多くなりがちですが、長年培ってきた知識や経験という無形財産

を持ち、重要な戦力足りうる50代60代従業員への配慮も相応に必要なのではないでしょ

うか。

（２）収入への不安にどう応えるか

一般的には継続雇用される際には賃金が大きく下がることが多いといえますが、従業員

サイドの抵抗は大なり小なりあるものと考えておく必要があります。しかし、在職老齢年

金制度などを丁寧に説明してあげることで実際の手取額を概ね維持させることが可能であ

ることなどを得心してもらうことも重要です。こうしたコミュニケーションによって不安

感を和らげる努力が求められています。

（３）パソコン等新しい技能教育の必要性

「高年齢労働者の問題の一つには、パソコンを使えないことが挙げられる。使えるように

なると高齢者でも十分に戦力になる」との指摘に代表されるように、現役時代からパソコ

ン教育にも配慮することが求められます。

（４）仕事の達成感をどう醸成していくか

「現場管理としては、あの現場がうまくいったからまた仕事が来たよ、と言われるとう

れしく思う。」このような達成感が得られるようなコミュニケーションが求められている

のではないでしょうか。このような一言と関連して該当者に対して評価・処遇・表彰に結

びつけられれば本人のやる気を大いに刺激することになり、大きな効果が期待されると考

えられます。

また、これまで培ってきた経験やノウハウといった無形財産を活かす途をつけるような

工夫---何か問題が生じた時に意見を聞こうとする姿勢などは、やる気を引き出す工夫とし

て参考になるのではないでしょうか。
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（５）仕事量、業務時間、休日にも配慮を

加齢に伴う体力低下は、個人差があるものの、基本的には避けられないことがらである

という認識を持ち、仕事量や業務時間、また休日のとり方などについて個別に配慮するこ

とが求められています。

企業や各職場の業務の進め方等で、特別な就労パターンを設定することが難しい場合も

あるかと思われますが、継続雇用や再雇用をする場合、個々人の体力や希望する勤務形態

は個々に異なるので、できるだけ多様な就労パターンが用意されていることが望ましいと

考えられます。

企業側、高齢者側の双方にとって、有効な就労パターンの設定を検討していくことが必

要だといえましょう。

【事例：短時間勤務】

「定年後はフルタイムよりも週3日程度でパート的に働きたい」

（６）精神面のきつさへの配慮を

平成18年度調査によれば、60代以上従業員は現在従事している仕事に対して体力的な

もの（体力的にきつい、8.3％）よりも、精神的なきつさ（精神的にきつい、41.7％）を

感じています（図表３－３－６参照）。

これは、定年前後で就業環境が激変することから来る、新しい環境への適応努力に起因

する可能性があるのではないでしょうか。激変が緩和されるように制度面を工夫し、従業

員の十分な理解が得られるよう密接なコミュニケーションをかわすことによって、問題点

や本人が抱いている業務上の問題意識なども含めてその吸収・解消に努める姿勢が求めら

れるといえましょう。

本人の努力に応じて弾力的な評価制度を運用することで様々な励みを与えることができ

れば、戦力として業績への貢献が期待できるものと思われます。
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（７）定年後採用方針の事前周知徹底

①継続雇用者の資質～企業の求める人材像を明らかに

定年後も会社にいて欲しい人材とはどのような人材か、予め周知されていることが必要

です。次の囲みは継続雇用者を採用する時に重視するポイントを集めたものです。予め周

知されていれば、現役時代からその方向を目指すことが出来るようになるのではないでし

ょうか。

継続雇用採用者の資質として各社が重視しているポイント

②就業環境の変化についての事前説明を

継続して雇用される人に対しては、継続後の業務内容や期待される役割などの就業環境

がどのように変化するかについて、相互に認識のズレが生じないように十分説明を尽くす

姿勢が求められています。

当業界に限らず、高齢者が継続雇用の制度を利用して、同じ企業や同じ職場で勤務する

場合、それまでとどのように位置づけや役割が変わるのかについて、納得がいくような説

明が必要ではないでしょうか。

特に現役社員の時とほぼ同じ業務を行う場合、同じ仕事をしても給料が減るという点に

思いが集中するとモチベーションがいたずらに下がってしまうなどのマイナス面だけが目

立つ場合もあり得るでしょう。特に、管理職ポストに就いていた人は、その人自身の意識

はもちろんのこと、共に働く仲間の意識も適切にシフトさせていく工夫が求められます。

このようなことから、定年の前後で、期待される役割や職務が変わるということを本人

及び周囲の人間にもあまねく周知していくとともに、経営者自身も認識を新たにしていく

努力が必要ではないでしょうか。

◆本人の働きたいという意志を最も重視する。

◆若い人のプラスになるような人材であればとても良い。

◆専門職は、若い人の命令に関してもきちんと従える人。若い管理職を立てつつ、育てられるような

人材が良い。

◆継続雇用者の業務は施工管理・営業であり、肉体労働ではないため加齢の問題はほとんどない。

◆施工管理の仕事は、定年後も定年前と仕事は全く同じであり、長い経験がプラスに働く。

◆健康であれば、年齢的な所で問題は生じない。

◆精神的な若さがあれば問題ない。
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５）60代従業員への適切なアドバイスは
（１）企業が定年予備軍にアドバイスすべき、期待される60代従業員像

①後輩や仲間とのチームワークの大切さ

60代従業員とのインタビューにおいて、後輩へのアドバイスについて、伺ったところ、

「仕事ではチームワークが大事であり、自分だけという考えだと反発が出る」という指摘

がありました。

②若手との付き合い方

では、チームワークを大切にするには、年の開きが大きい若手とはどのように接したら

よいでしょうか。60代のある人は、次のように言っています。「仮に若手を1つ叱る際に

も代わりに4つくらいは誉めており、そうすることで我々の話を良く聞いてくれるように

なる。」

また、別の人は、「若手と付き合う際には、自分から（物理的、話題的の両方で）相手

の目線まで降りていって会話することが大切だ。若い人とよく話すようにしている。」こ

のような心がけや工夫は参考になるのではないでしょうか。

③仕事への取組姿勢

このように、チームワークを大切にし、若手とも気を付けながらコミュニケーションを

進めていくことが求められますが、仕事への取組姿勢については、どのような点がポイン

トになるのでしょうか。ある60代は、「定年後には心（頭）の切り替えが大事、体力的に

も無理をしない」と心（頭）の切り替えが大切だと説いています。

また、ある60代は、「会社として何が足りないかを考えながら、楽しんで仕事したい」

と会社への貢献を考えながら仕事をすることが楽しんで仕事をすることになり、やりがい

に通じることになると指摘しています。

④本人の心構え・心がけ～人との繋がりと健康管理

次に、本人の心構え、心がけとして大切なことは何でしょうか。ある60代は、「仕事上

では人的なつながりが重要であり、それがあれば長く仕事ができる」と人との繋がりの大

切さを強調しています。

また、元気に働き続けるためには、「まず何よりも健康を心がけており、毎朝散歩して

いる。」と健康への心がけについて語ってくれました。
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１）外注技能工と高齢者雇用
（１）外注技能工との密接な関係

タイル工事業においては、社内に技能工を抱える企業があります。多くの場合、専属の

外注技能工と密接に協力して業務を進めており、企業とは請負契約を結ぶ関係にあります

が、実態としては同僚的な意識を持っていることが伺われます。

当業界の高齢者雇用推進につきましては、各企業が直接雇用する従業員を対象とするの

が基本です。しかし、就労の現場では高齢の外注技能工と協同で作業を進めることも多い

ことから、高齢者に対して求められる視点・配慮については、正規従業員や社内技能工ば

かりでなく、外注技能工に対しても同様の対応が期待されます。

一緒に働く仲間全体を視野にいれ、60代以上になっても働きやすい環境を整えてこそ、

仲間全体を戦力化することが可能となり、タイル工事業全体の健全な発展に役立つことに

なるのではないでしょうか。

（２）外注技能工の実状

外注技能工は、企業アンケートにみるとおり、概して若手が少なく高齢化が進んでいま

す。企業インタビューによって外注技能工の具体的な実状を探ってみました。以下は、外

注技能工の業務内容、実際の就労年令、採用・育成状況、企業との関係などについて聴取

された事例です。

【事例１：技能工の業務内容】

◆「技能工は業務によって分類があり、タイル張りだけではなく、目地のつめ作業、洗浄、

など種類がある。」

◆「現在マンションの補修作業が増えており、これは高齢者でも十分働くことができる。

高齢者にはあまり無理をさせたくはないと考えている。」

【事例２－１：技能工の就労年齢と制限】

◆「ゼネコンによっては60代の職人を受け入れない場合もある。」

◆「65歳規制については規則ではなく、ゼネコンの指導であると思う。」

◆「人数と年令：社外技能工が20～30代で20人（全世代で40人）というのは、他社と比

較するとそれでも多いほうであると思う。現在職人の最高齢は64歳である。」

【事例２－２：技能工の上限年齢】

【事例３：技能工の採用状況】

◆「社内技能工については会社で採用を行い、社会保険は負担するが、採用後すぐに職人

の親方に預けて教育を受けさせる。」

5. タイル工事業の
持続可能性を高めるためには？（外注技能工と発注者との関係）
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◆「技能工については、親方が直接採用することはもはや望めない。会社で（社内技能工

として）採用したいものの、それでもなかなか応募がない。現実的には現場の荷揚げア

ルバイトを技能工に勧誘するなどの方法しかない。」

【事例４：技能工の育成状況】

◆「技能工は技術を習得して5年経過後に教育を受けた親方のところへ所属を移す。この制

度については親方が高校へ直接求人を行うことが難しいことと、親方が経済的に自分だ

けでは新卒を育てられないことが要因としてある。」

◆「経済的に困難な親方へは会社から補助を出すこともある。当社ではこの制度を約８年

前から実施しているが、現在では業界内で実施している企業はほとんどない。」

◆「技能工は4～5年でとりあえずタイルは貼れるようにはなるが、一人前になるまでには

10年近くかかる。また、肉体労働の割には賃金が低いことが問題である。新入見習い

の場合、日給9000円－１万円程度である。」

【事例５：企業と技能工の関係】

◆「技能工はすべて外注で経営的には独立してはいるが、ほとんど直属の関係であり、業

務的には一体となっている。忙しい時期には他に応援を頼むことがある。」

◆「社内技能工はいない。技能工は基本的に他社（外注）になる。」

◆「外注技能工から社内の業務へ異動する例はない。」

（３）外注技能工への建設業退職金共済制度の普及促進に向けて

①建設業退職金共済制度（建退共制度と略称）とは

建退共制度
1.共済契約者　　＝建設業の事業主（独立行政法人勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を締結）
2.被共済者 ＝建設現場で働く労働者

3.共済手帳 ＝労働者に同機構が交付

4.共済証紙 ＝労働者が働いた日数に応じ共済手帳に添付

5.退職金支払　　＝労働者が建設業界の中で働くことをやめたときに、当機構が直接労働者に支払う。
6.建退共制度の仕組み＝労働者がいつ、また、どこの現場で働いても、働いた日数分の掛金が全部通算さ

れて退職金が支払われる。

7.支払の通算性　＝労働者が次々と現場を移動し、事業主を変わっても、その先々の事業主のところ
で共済証紙を貼ってもらい、建設業で働いた日数は全部通算できる。

8.事業主の加入が先決＝建設業の事業主がお互いに協力しあって、みんなの力で育てていく制度、事業主
のみなさんがもれなく建退共制度に加入することが何より先決。

～建退共ウェブサイトをもとに作成
http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/seido/seido01.html
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②建設業退職金共済制度を普及する意義

③建設業退職金共済制度に関する手続き

なお、以上の詳細については、独立行政法人勤労者退職金共済機構ウェブサイトの「制度

について」の頁をご参照下さい。

http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/seido/index.html

２）発注者
（１）発注者との密接な関係

タイル工事業にとっての高齢者雇用という問題を検討していくと、業務の発注者である

建設業者（ゼネコン）との関係に目を向けないわけにはいかない場面が多くでてきます。

受注条件によっては、魅力的な賃金設定が可能かという問題を始めとして優秀な技能工の

確保、若手の採用など、タイル工事業の賃金・雇用面に大きな影響を与えかねません。

受注条件の変化やそれにともなう影響はどの程度なのでしょうか。具体的に見ていきま

しょう。企業へのインタビュー調査での指摘を見ますと、受注面では「工事発注の単価が

年々減少の一途を辿っている」とのことです。影響面では、今後も発注条件（費用面）等

がタイル工事業者にとって負担が大きすぎる状態が続く場合、「新たな人材（職人）の確

保が更に困難になってしまう」と指摘されています。この状態が続くと「わが国の建設業

界全体に悪影響を及ぼすことにもなる」との声も聞かれました。

建退共制度普及の意義

1.国がつくった制度＝建設現場で働く人たちのために、中小企業退職金共済法という法律に基づき創

設、独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営。

2.建設業全体のため＝建設業で働く人たちの福祉の増進と雇用の安定を図り、ひいては、建設業の振

興と発展に役立てることが狙い。

～建退共ウェブサイトをもとに作成

http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/seido/seido01.html

制度に関する手続き

各都道府県の建設業協会にある都道府県支部で簡単に行うことができる。

～建退共ウェブサイトをもとに作成

http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/seido/seido01.html
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図表　５－２－１：国勢調査にみる就業者の減少傾向（昭和60年～平成17年）

（２）業界全体の人材確保

タイル工事業界内における健全な競争は維持されるのが当然です。しかし、受注面での

激しい過当競争によって、職人が生活を維持できる年収さえ確保しにくくなる状態にまで

追い込みかねない過度の価格競争は、企業の体力をむしばみ、雇用吸収能力を減殺し、さ

らには中長期的な意味で職人不足を招きかねないものといえましょう。

建設業界全体、あるいは、社会全体にとって、タイル工事業が社会的存在としていかに

重要であるか、また、その担い手である技能工（職人）がいかに価値のある技能者かにつ

いて、社会の各層の認識を深めるための社会的な啓発活動等、何らかの対策が求められて

いるといえます。

このような対策は、本ガイドラインが対象とする高齢者雇用推進というタイル工事業界

全体の取組みと併せて検討され、実行に移されていくことが望ましいのではないかと思わ

れます。

（平成17年は速報値）
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正田社会保険労務事務所作成

試算の前提条件

■60歳到達時の給与水準の想定例

○給与月額20万、賞与60万：年金花子

○給与月額30万、賞与80万：年金太郎

○給与月額40万、賞与80万：年金一郎

○給与月額50万、賞与80万：年金二郎

■個人の想定データ

厚生年金34年加入、国民年金38年納付

昭和21年4月2日生まれ　男性　（20万のみ女性の設定）

■留意点１

ご覧になってお分かりの通り、給与水準500,000円は、雇用継続給付の上限を超えてお

りますので望ましい結果が得られません。（特に60～63歳の間）

■留意点２

男性設定者全員63歳年金満額、女性は、61歳満額支給となります。

参考資料１：
従業員の60歳到達時の給与水準別、
手取シミュレーションおよび明細
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＜参考資料１－１＞　年金花子（60～61歳）：手取りシミュレーション

年金、給付金とも月額で表示しています。また計算の過程で端数処理を行っていますので実際の手取額とは異なります。この計算結
果は目安としてご利用ください。

はこの表の「最適給与」（雇用継続給付金が受けられる範囲で給与、年金、雇用継続給付金の手取額が最高となる給与
月額）を表示してます。
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＜参考資料１－２＞　年金花子（60～61歳）：給与、年金、給付金の明細

最適給与と年金、雇用継続給付金
（直近1 年の賞与　600,000円）

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者で、賃金月額が60歳到達時の賃金額の75%未
満に低下した人に対し支給されます。（被保険者期間5年以上必要）
在職老齢年金は厚生年金被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金が総報酬月額相当額に応じ年金の一部が
調整される仕組みとなっています。
そして65歳未満の老齢厚生年金の受給権者が高年齢雇用継続給付の支給を受けられる場合には、在職老齢年金に
よる調整に加えて、高年齢雇用継続給付と年金額の支給調整が行われます。
下記は、高年齢雇用継続給付が受けられる範囲で、手取額が最高となる月額給与(交通費などを含みます）と、そ
の給与に対する在職老齢年金と高年齢雇用継続給付金の明細です。

在職老齢年金は年金額と「総報酬月額相当額」により計算を行いますが、標準報酬月額は「随時改定」または
「定時決定」により変更されるため、給与変更後しばらくは、上記標準報酬月額とはならない場合があります。
上記は,すべて「月額」に換算してあります。実際の支給は在職老齢年金、雇用継続給付とも2ヶ月単位の支給で
す。また、計算過程で端数処理を行っていますので、実際の支給額と異なります。
実際の支給額については、高年齢雇用継続給付金は公共職業安定所、在職老齢年金は社会保険事務所でご確認く
ださい。また、基金がある場合、その支給停止方式は国に準じた調整をおこなっています。実際の調整方式はその
基金の規約によります。この計算結果は目安としてご利用ください。
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＜参考資料１－３＞　年金花子（61歳以降）：手取シミュレーション

年金、給付金とも月額で表示しています。また計算の過程で端数処理を行っていますので実際の手取額とは異なります。この計算結
果は目安としてご利用ください。

はこの表の「最適給与」（雇用継続給付金が受けられる範囲で給与、年金、雇用継続給付金の手取額が最高となる給与
月額）を表示してます。
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＜参考資料１－４＞　年金花子（61歳以降）：給与、年金、給付金の明細

最適給与と年金、雇用継続給付金
（直近1 年の賞与　600,000円）

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者で、賃金月額が60歳到達時の賃金額の75%未
満に低下した人に対し支給されます。（被保険者期間5年以上必要）
在職老齢年金は厚生年金被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金が総報酬月額相当額に応じ年金の一部が
調整される仕組みとなっています。
そして65歳未満の老齢厚生年金の受給権者が高年齢雇用継続給付の支給を受けられる場合には、在職老齢年金に
よる調整に加えて、高年齢雇用継続給付と年金額の支給調整が行われます。
下記は、高年齢雇用継続給付が受けられる範囲で、手取額が最高となる月額給与(交通費などを含みます）と、そ
の給与に対する在職老齢年金と高年齢雇用継続給付金の明細です。

在職老齢年金は年金額と「総報酬月額相当額」により計算を行いますが、標準報酬月額は「随時改定」または
「定時決定」により変更されるため、給与変更後しばらくは、上記標準報酬月額とはならない場合があります。
上記は,すべて「月額」に換算してあります。実際の支給は在職老齢年金、雇用継続給付とも2ヶ月単位の支給で
す。また、計算過程で端数処理を行っていますので、実際の支給額と異なります。
実際の支給額については、高年齢雇用継続給付金は公共職業安定所、在職老齢年金は社会保険事務所でご確認く
ださい。また、基金がある場合、その支給停止方式は国に準じた調整をおこなっています。実際の調整方式はその
基金の規約によります。この計算結果は目安としてご利用ください。
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＜参考資料２－１＞年金太郎（60～63 歳）：手取シミュレーション

年金、給付金とも月額で表示しています。また計算の過程で端数処理を行っていますので実際の手取額とは異なります。この計算結
果は目安としてご利用ください。

はこの表の「最適給与」（雇用継続給付金が受けられる範囲で給与、年金、雇用継続給付金の手取額が最高となる給与
月額）を表示してます。
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＜参考資料２－２＞　年金太郎（60～63歳）：給与、年金、給付金の明細

最適給与と年金、雇用継続給付金
（直近1 年の賞与　800,000 円）

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者で、賃金月額が60歳到達時の賃金額の75%未
満に低下した人に対し支給されます。（被保険者期間5年以上必要）
在職老齢年金は厚生年金被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金が総報酬月額相当額に応じ年金の一部が
調整される仕組みとなっています。
そして65歳未満の老齢厚生年金の受給権者が高年齢雇用継続給付の支給を受けられる場合には、在職老齢年金に
よる調整に加えて、高年齢雇用継続給付と年金額の支給調整が行われます。
下記は、高年齢雇用継続給付が受けられる範囲で、手取額が最高となる月額給与(交通費などを含みます）と、そ
の給与に対する在職老齢年金と高年齢雇用継続給付金の明細です。

在職老齢年金は年金額と「総報酬月額相当額」により計算を行いますが、標準報酬月額は「随時改定」または
「定時決定」により変更されるため、給与変更後しばらくは、上記標準報酬月額とはならない場合があります。
上記は,すべて「月額」に換算してあります。実際の支給は在職老齢年金、雇用継続給付とも2ヶ月単位の支給で
す。また、計算過程で端数処理を行っていますので、実際の支給額と異なります。
実際の支給額については、高年齢雇用継続給付金は公共職業安定所、在職老齢年金は社会保険事務所でご確認く
ださい。また、基金がある場合、その支給停止方式は国に準じた調整をおこなっています。実際の調整方式はその
基金の規約によります。この計算結果は目安としてご利用ください。
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＜参考資料２－３＞　年金太郎（63歳以降）：手取シミュレーション

年金、給付金とも月額で表示しています。また計算の過程で端数処理を行っていますので実際の手取額とは異なります。この計算結
果は目安としてご利用ください。

はこの表の「最適給与」（雇用継続給付金が受けられる範囲で給与、年金、雇用継続給付金の手取額が最高となる給与
月額）を表示してます。
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＜参考資料２－４＞　年金太郎（63歳以降）：給与、年金、給付金の明細

最適給与と年金、雇用継続給付金
（直近1 年の賞与　800,000 円）

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者で、賃金月額が60歳到達時の賃金額の75%未
満に低下した人に対し支給されます。（被保険者期間5年以上必要）
在職老齢年金は厚生年金被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金が総報酬月額相当額に応じ年金の一部が
調整される仕組みとなっています。
そして65歳未満の老齢厚生年金の受給権者が高年齢雇用継続給付の支給を受けられる場合には、在職老齢年金に
よる調整に加えて、高年齢雇用継続給付と年金額の支給調整が行われます。
下記は、高年齢雇用継続給付が受けられる範囲で、手取額が最高となる月額給与(交通費などを含みます）と、そ
の給与に対する在職老齢年金と高年齢雇用継続給付金の明細です。

在職老齢年金は年金額と「総報酬月額相当額」により計算を行いますが、標準報酬月額は「随時改定」または
「定時決定」により変更されるため、給与変更後しばらくは、上記標準報酬月額とはならない場合があります。
上記は,すべて「月額」に換算してあります。実際の支給は在職老齢年金、雇用継続給付とも2ヶ月単位の支給で
す。また、計算過程で端数処理を行っていますので、実際の支給額と異なります。
実際の支給額については、高年齢雇用継続給付金は公共職業安定所、在職老齢年金は社会保険事務所でご確認く
ださい。また、基金がある場合、その支給停止方式は国に準じた調整をおこなっています。実際の調整方式はその
基金の規約によります。この計算結果は目安としてご利用ください。
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＜参考資料３－１＞　年金一郎（60～63歳）：手取シミュレーション

年金、給付金とも月額で表示しています。また計算の過程で端数処理を行っていますので実際の手取額とは異なります。この計算結
果は目安としてご利用ください。

はこの表の「最適給与」（雇用継続給付金が受けられる範囲で給与、年金、雇用継続給付金の手取額が最高となる給与
月額）を表示してます。
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＜参考資料３－２＞　年金一郎（60～63歳）：給与、年金、給付金の明細

最適給与と年金、雇用継続給付金
（直近1 年の賞与　800,000 円）

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者で、賃金月額が60歳到達時の賃金額の75%未
満に低下した人に対し支給されます。（被保険者期間5年以上必要）
在職老齢年金は厚生年金被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金が総報酬月額相当額に応じ年金の一部が
調整される仕組みとなっています。
そして65歳未満の老齢厚生年金の受給権者が高年齢雇用継続給付の支給を受けられる場合には、在職老齢年金に
よる調整に加えて、高年齢雇用継続給付と年金額の支給調整が行われます。
下記は、高年齢雇用継続給付が受けられる範囲で、手取額が最高となる月額給与(交通費などを含みます）と、そ
の給与に対する在職老齢年金と高年齢雇用継続給付金の明細です。

在職老齢年金は年金額と「総報酬月額相当額」により計算を行いますが、標準報酬月額は「随時改定」または
「定時決定」により変更されるため、給与変更後しばらくは、上記標準報酬月額とはならない場合があります。
上記は,すべて「月額」に換算してあります。実際の支給は在職老齢年金、雇用継続給付とも2ヶ月単位の支給で
す。また、計算過程で端数処理を行っていますので、実際の支給額と異なります。
実際の支給額については、高年齢雇用継続給付金は公共職業安定所、在職老齢年金は社会保険事務所でご確認く
ださい。また、基金がある場合、その支給停止方式は国に準じた調整をおこなっています。実際の調整方式はその
基金の規約によります。この計算結果は目安としてご利用ください。
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＜参考資料３－３＞　年金一郎（63歳以降）：手取シミュレーション

年金、給付金とも月額で表示しています。また計算の過程で端数処理を行っていますので実際の手取額とは異なります。この計算結
果は目安としてご利用ください。

はこの表の「最適給与」（雇用継続給付金が受けられる範囲で給与、年金、雇用継続給付金の手取額が最高となる給与
月額）を表示してます。
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＜参考資料３－４＞　年金一郎（63歳以降）：給与、年金、給付金の明細

最適給与と年金、雇用継続給付金
（直近1 年の賞与　800,000 円）

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者で、賃金月額が60歳到達時の賃金額の75%未
満に低下した人に対し支給されます。（被保険者期間5年以上必要）
在職老齢年金は厚生年金被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金が総報酬月額相当額に応じ年金の一部が
調整される仕組みとなっています。
そして65歳未満の老齢厚生年金の受給権者が高年齢雇用継続給付の支給を受けられる場合には、在職老齢年金に
よる調整に加えて、高年齢雇用継続給付と年金額の支給調整が行われます。
下記は、高年齢雇用継続給付が受けられる範囲で、手取額が最高となる月額給与(交通費などを含みます）と、そ
の給与に対する在職老齢年金と高年齢雇用継続給付金の明細です。

在職老齢年金は年金額と「総報酬月額相当額」により計算を行いますが、標準報酬月額は「随時改定」または
「定時決定」により変更されるため、給与変更後しばらくは、上記標準報酬月額とはならない場合があります。
上記は,すべて「月額」に換算してあります。実際の支給は在職老齢年金、雇用継続給付とも2ヶ月単位の支給で
す。また、計算過程で端数処理を行っていますので、実際の支給額と異なります。
実際の支給額については、高年齢雇用継続給付金は公共職業安定所、在職老齢年金は社会保険事務所でご確認く
ださい。また、基金がある場合、その支給停止方式は国に準じた調整をおこなっています。実際の調整方式はその
基金の規約によります。この計算結果は目安としてご利用ください。
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＜参考資料４－１＞　年金二郎（60～63歳）：手取シミュレーション

年金、給付金とも月額で表示しています。また計算の過程で端数処理を行っていますので実際の手取額とは異なります。この計算結
果は目安としてご利用ください。

はこの表の「最適給与」（雇用継続給付金が受けられる範囲で給与、年金、雇用継続給付金の手取額が最高となる給与
月額）を表示してます。
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＜参考資料４－２＞　年金二郎（60～63歳）：給与、年金、給付金の明細

最適給与と年金、雇用継続給付金
（直近1 年の賞与　800,000 円）

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者で、賃金月額が60歳到達時の賃金額の75%未
満に低下した人に対し支給されます。（被保険者期間5年以上必要）
在職老齢年金は厚生年金被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金が総報酬月額相当額に応じ年金の一部が
調整される仕組みとなっています。
そして65歳未満の老齢厚生年金の受給権者が高年齢雇用継続給付の支給を受けられる場合には、在職老齢年金に
よる調整に加えて、高年齢雇用継続給付と年金額の支給調整が行われます。
下記は、高年齢雇用継続給付が受けられる範囲で、手取額が最高となる月額給与(交通費などを含みます）と、そ
の給与に対する在職老齢年金と高年齢雇用継続給付金の明細です。

在職老齢年金は年金額と「総報酬月額相当額」により計算を行いますが、標準報酬月額は「随時改定」または
「定時決定」により変更されるため、給与変更後しばらくは、上記標準報酬月額とはならない場合があります。
上記は,すべて「月額」に換算してあります。実際の支給は在職老齢年金、雇用継続給付とも2ヶ月単位の支給で
す。また、計算過程で端数処理を行っていますので、実際の支給額と異なります。
実際の支給額については、高年齢雇用継続給付金は公共職業安定所、在職老齢年金は社会保険事務所でご確認く
ださい。また、基金がある場合、その支給停止方式は国に準じた調整をおこなっています。実際の調整方式はその
基金の規約によります。この計算結果は目安としてご利用ください。
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＜参考資料４－３＞　年金二郎（63歳以降）：手取シミュレーション

年金、給付金とも月額で表示しています。また計算の過程で端数処理を行っていますので実際の手取額とは異なります。この計算結
果は目安としてご利用ください。

はこの表の「最適給与」（雇用継続給付金が受けられる範囲で給与、年金、雇用継続給付金の手取額が最高となる給与
月額）を表示してます。
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＜参考資料５－４＞　年金二郎（63歳以降）：給与、年金、給付金の明細

最適給与と年金、雇用継続給付金
（直近1 年の賞与　800,000 円）

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者で、賃金月額が60歳到達時の賃金額の75%未
満に低下した人に対し支給されます。（被保険者期間5年以上必要）
在職老齢年金は厚生年金被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金が総報酬月額相当額に応じ年金の一部が
調整される仕組みとなっています。
そして65歳未満の老齢厚生年金の受給権者が高年齢雇用継続給付の支給を受けられる場合には、在職老齢年金に
よる調整に加えて、高年齢雇用継続給付と年金額の支給調整が行われます。
下記は、高年齢雇用継続給付が受けられる範囲で、手取額が最高となる月額給与(交通費などを含みます）と、そ
の給与に対する在職老齢年金と高年齢雇用継続給付金の明細です。

在職老齢年金は年金額と「総報酬月額相当額」により計算を行いますが、標準報酬月額は「随時改定」または
「定時決定」により変更されるため、給与変更後しばらくは、上記標準報酬月額とはならない場合があります。
上記は、すべて「月額」に換算してあります。実際の支給は在職老齢年金、雇用継続給付とも2ヶ月単位の支給で
す。また、計算過程で端数処理を行っていますので、実際の支給額と異なります。
実際の支給額については、高年齢雇用継続給付金は公共職業安定所、在職老齢年金は社会保険事務所でご確認く
ださい。また、基金がある場合、その支給停止方式は国に準じた調整をおこなっています。実際の調整方式はその
基金の規約によります。この計算結果は目安としてご利用ください。
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ここでは定年前までの従業員を対象とした就業規則のみならず、60代以上の従業員を対象

とした就業規則の例を掲載します。この例は、社会保険労務士監修の下、制度設計時に検討

すべき項目建てを列挙したものです。特に、これから60代以上従業員を含めた就業規則に見

直しし、改定しようという場合の参考に資すれば幸いです。

＜参考資料２－１＞　就業規則の項目例とワンポイントアドバイス

（正田社会保険労務事務所　監修により作成）

Ⅰ．総則
１．目的　従業員の就業に関する規則であること

２．本就業規則の定義

Ⅱ．人事
１．採用

（１）採用対象者（＝採用基準）

（２）再雇用等継続雇用時の提出事項（申請手続き、書類）

２．雇用契約期間、契約更新

参考資料２：
継続雇用制度に関わる
就業規則の作成とポイント

◎継続雇用者を含む就業規則へのワンポイント・アドバイス

再雇用者についての詳細の定義等、必要な就業規則内における用語の規定等を記載します。

◎継続雇用者を含む就業規則へのワンポイント・アドバイス

再雇用の対象者を希望者全員でなく、ある一定基準を設ける場合、従業員の過半数代表者と「継続

雇用制度の対象となる高年齢者についての基準」に関する労使協定を締結することになります。こ

の場合、事業場の就業規則に制度の内容を盛り込んだ変更をし、所轄の労働基準監督署長に就業規

則の変更届を提出します。

◎継続雇用者を含む就業規則へのワンポイント・アドバイス

再雇用される場合の契約期間については最低期間の制限はありません。1ヶ月や1年の雇用契約期

間であっても原則として65歳まで契約更新されるものであれば法的には問題ありません。企業側、

個人側の双方にとって適切な期間を設定します。
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３．勤務地、担当業務

４．人事上の異動（配置転換）

役替、職務変更、配置転換、転勤、出向、復職、退職等

５．評価及び処遇

６．退職及び解雇

（１）退職・・・該当する条件について

（２）退職手続

（３）解雇・・・該当する条件について

（４）解雇手続

（５）退職・解雇者の業務引継等

Ⅲ．服務規律
１．遵守事項

２．出退勤

３．出退勤の特例

Ⅳ．懲戒・制裁

Ⅴ．勤務
１．勤務（就業）時間及び休憩・休日

（１）勤務（就業）時間、休憩時間

（２）休日

（３）勤務雇用形態

（４）休日の振替

（５）休日・休暇間の重複時取扱い

◎継続雇用者を含む就業規則へのワンポイント・アドバイス

改正高年齢者雇用安定法（以下、改正法という）は、再雇用後の契約形態までは規定していません。

つまり正社員ではなく非正規社員でもよくまたパートタイム勤務であっても構いません。これらの

雇用形態を併存させる場合、差別的取扱いや不利益変更のないように注意が必要です。
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２．時間外勤務、深夜勤務及び休日勤務

（１）時間外勤務、休日勤務

（２）非常時の時間外、休日労働

３．通常勤務場所外勤務及び出張　

４．年次有給休暇、深夜勤務及び休日勤務

（１）年次有給休暇

（２）特別有給休暇（夏期休暇など）

（３）慶弔休暇

（４）その他休暇

Ⅵ．出退勤、休職・復職
１．出退勤管理

２．休職・休職期間

◎継続雇用者を含む就業規則へのワンポイント・アドバイス

定年前まで管理職であった者も継続雇用制度の下で役職を解き仕事内容も変われば割増賃金支払義

務が新たに生じるケースも考えられます。残業不払いが問題視されている現在、定年前と定年後の

処遇にどの程度の身分的違いが生じるかよく検討しなければなりません。

◎継続雇用者を含む就業規則へのワンポイント・アドバイス

年次有給休暇付与に関する勤続年数の考え方

定年前と再雇用後の雇用契約は別契約ですが、形式的に判断するのではなく、勤務の実態に即し実

質的に判断するというのが通達の考え方です。つまり、空白期間なく再雇用されている場合は継続

勤務であると解釈されます。

◎継続雇用者を含む就業規則へのワンポイント・アドバイス

正社員対象の就業規則に規定される休職期間については、会社が勤務を免除し在籍を保証する期間

でもあり必ずしも与えなければならないというわけではありません。
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３．欠勤期間及び休職期間の通算

４．復職

５．育児・介護休業等

Ⅶ．賃金・給与
１．賃金・給与体系・種類

例１．所定内賃金、所定外賃金、臨時賃金

例２．本給、職種給、特殊手当、超過勤務手当

２．賃金・給与の計算、計算期間、支払

３．賃金・給与控除

４．日割計算

５．欠勤控除

６．休職中の賃金・給与

７．定期給与改定、基本給の改定

◎継続雇用者を含む就業規則へのワンポイント・アドバイス

雇用形態が変われば給与体系もそれに合わせて変化するのは当然です。いずれにしても再雇用後の

賃金ベースを決定する際に忘れてはならないのが在職老齢年金、高年齢雇用継続給付の存在です。

年金は給与の支払に応じて支給停止されますが、一方下げた給与の割合に応じて支給されるのが高

年齢雇用継続給付です。給与、年金、雇用継続給付の3つをうまく組み合わせて労使が納得いく条

件設定のため早目の準備が必要です。

◎継続雇用者を含む就業規則へのワンポイント・アドバイス

定期昇給やベースアップについて再雇用者を対象としない場合そのことを本条で明確にしておくべ

きです。また、再雇用後の5年間、1年毎に給与を減額したり63歳以降給与をそれまでの○○パー

セントにする等の措置をする場合も同様です。但し、1年毎に契約を更新する等の場合、各人との

雇用契約書で詳細は決定されますからここでは給与改定の有無のみの条文として扱い、「その内容

については各人と締結する雇用契約書による」とすれば足りるでしょう。
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８．賞与

９．退職金

Ⅷ．安全衛生・災害補償

Ⅸ．表彰
１．褒賞

２．褒賞の種類

Ⅹ．その他
１．退職後の秘密保持に関して

２．福利厚生

３．所轄部署

４．疑義の解釈

◎継続雇用者を含む就業規則へのワンポイント・アドバイス

社会保険制度も総報酬制に移行し賞与についても在職老齢年金の支給停止対象として換算されま

す。したがって前出賃金給与体系でも述べたように労使双方にとって有効な条件を確立するために

は給与額のみならず賞与支給の有無、支給するのであればその限度額も同時に検討しなければなり

ません。

◎継続雇用者を含む就業規則へのワンポイント・アドバイス

退職金については、定年到達時に支給するのが一般です。

再雇用期間は退職金を支給しないのであればその旨を明確にしてください。
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